
農産物規格規程（平成 13年農林水産省告示第 244号）の一部を改正する件について 

令和４年２月 

農林水産省農産局 

１ 改正の趣旨 

令和３年５月の「農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会とりまとめ」を踏まえ、

農産物検査の合理化を図るため、農産物規格規程（平成 13 年農林水産省告示第 244 号）

のうち、国内産水稲うるち玄米に係る品種銘柄、従来の素材以外の素材に対応する新たな

包装規格及び機械鑑定に関する規格について見直しを行う。 

２ 改正の内容 

水稲うるち玄米の規格について以下のとおり改正する。 

（１）水稲うるち玄米の規格（第一の二（二）のイ関係）

水稲うるち玄米の規格について、「産地品種銘柄」に加えて「品種銘柄」を新設。

（２）従来の素材以外の素材の包装規格（第一の二（三）のロ（へ）関係）

麻袋、樹脂袋、紙袋、フレキシブルコンテナバック等従来の荷造り及び包装規格

に加えて、従来の素材以外の素材の包装規格を規定。 

（３）水稲うるち玄米の品位規格に関する規格（第一の二（三）のハ関係）

機械鑑定による品位の規格を追加。

（４）その他

その他所要の改正を行う。

３ 施行期日 

令和４年３月 30 日
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○
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
八
十
号 

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
産
物
規
格
規
程
（
平
成

十
三
年
二
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
施
行
期
日
を
令
和
四
年
三
月
三
十
日
と
定
め
、
公
示
す
る
。 

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日 

農
林
水
産
大
臣 

金
子
原
二
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

- 2 - 

改

正

後 

改

正

前 
 

 

第
一 
国
内
産
農
産
物 

第
一 

国
内
産
農
産
物 

一 
（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

玄 
米 

 

二 

玄 

米 

（一） 

（
略
） 

（一） 

（
略
） 

（二） 

銘 

柄 

（二） 

銘 

柄 

イ 

水
稲
う
る
ち
玄
米 

イ 

水
稲
う
る
ち
玄
米 

（イ） 

品
種
銘
柄 

あ
い
ち
の
か
お
り 
あ
き
げ
し
き 

あ
き
た
こ
ま
ち 

秋
田
六
三
号 

 

あ
き
だ
わ
ら 

秋
の
き
ら
め
き 

ア
キ
ヒ
カ
リ 

あ
き
ま
さ
り 

あ
き
ろ
ま
ん 

ア
ケ
ボ
ノ 
朝
日 

あ
さ
ひ
の
夢 

あ
わ
み
の
り 

淡
雪
こ
ま
ち 

い
た
だ
き 
一
番
星 

い
な
ほ
っ
こ
り 

笑
み
の
絆 

 

縁
結
び 

オ
オ
セ
ト 

大
粒
ダ
イ
ヤ 

お
て
ん
と
そ
だ
ち 

か
け

は
し 

華
麗
舞 

歓
喜
の
風 

キ
ヌ
ヒ
カ
リ 

き
ぬ
む
す
め 

き
ら

り
ん 

ぎ
ん
さ
ん 

恋
の
予
感 

こ
い
も
み
じ 

越
路
早
生 

越
の

か
お
り 

コ
シ
ヒ
カ
リ 

五
百
川 

サ
サ
ニ
シ
キ 

さ
と
じ
ま
ん 

新
生
夢
ご
こ
ち 

千
秋
楽 

大
地
の
風 

た
ち
は
る
か 

ち
ほ
み
の

り 

ち
ゅ
ら
ひ
か
り 

チ
ヨ
ニ
シ
キ 

つ
き
あ
か
り 

ツ
ク
シ
ホ
マ

レ 

つ
く
ば
Ｓ
Ｄ
一
号 

つ
く
ば
Ｓ
Ｄ
二
号 

つ
ぶ
ぞ
ろ
い 

天
竜

乙
女 

ト
ド
ロ
キ
ワ
セ 

と
ね
の
め
ぐ
み 

ど
ま
ん
な
か 

ト
ヨ
ニ

シ
キ 

豊
橋
一
号 

と
よ
め
き 

ど
ん
と
こ
い 

中
生
新
千
本 

な

つ
し
ず
か 

ナ
ツ
ヒ
カ
リ 

に
こ
ま
る 

日
本
晴 

農
林
四
八
号 

は
い
ご
こ
ろ 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
う
ご
う
三
号 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と

う
ご
う
四
号 

は
え
ぬ
き 

ハ
ツ
シ
モ 

ハ
ナ
エ
チ
ゼ
ン 

ぴ
か
ま

る 

ひ
と
め
ぼ
れ 

ヒ
ノ
ヒ
カ
リ 

姫
ご
の
み 

フ
ク
ヒ
カ
リ 

北

陸
一
九
三
号 

ほ
し
じ
る
し 

ほ
む
す
め
舞 

ま
い
ひ
か
り 

ま
い

ひ
め 

ま
な
む
す
め 

み
え
の
え
み 

み
え
の
ゆ
め 

み
系
三
五
八 

 

ミ
ズ
ホ
チ
カ
ラ 

み
ず
ほ
の
輝
き 

み
つ
ひ
か
り 

ミ
ネ
ア
サ
ヒ 
 

み
ね
は
る
か 

み
の
り
の
郷 

ミ
ル
キ
ー
ク
イ
ー
ン 

ミ
ル
キ
ー

プ
リ
ン
セ
ス 

め
ん
こ
い
な 

萌
え
み
の
り 

や
ま
だ
わ
ら 

ゆ
う

だ
い
二
一 

ゆ
き
の
精 

夢
い
っ
ぱ
い 

ゆ
め
お
ば
こ 

ゆ
め
し
な

（
新
設
） 



 

- 3 - 

の 

夢
の
華 

ゆ
め
ひ
た
ち 

ゆ
め
ま
つ
り 

レ
イ
ホ
ウ 

（ロ） 

産
地
品
種
銘
柄 

 
 
 
 

（
略
） 

産
地
品
種
銘
柄 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

（三） 

規 
格 

（三） 

規 

格 

イ 

量
目 

麻
袋
又
は
樹
脂
袋
詰
め
の
場
合 

（
略
） 

 
 
 
 
 
  
 

紙
袋
詰
め
の
場
合 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 
  
 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
袋
詰 

（
略
） 

め
の
場
合 

 
 
 
 
 
  
 

そ
の
他
の
場
合 

 
 
 
 

 
 

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
二
○
キ
ロ
グ

ラ
ム
。 

イ 

量
目 

麻
袋
又
は
樹
脂
袋
詰
め
の
場
合 

（
略
） 

 
 
 
 
 
  
 

紙
袋
詰
め
の
場
合 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 
  
 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
袋
詰 

（
略
） 

め
の
場
合 

 
 

（
新
設
） 

ロ 

荷
造
り
及
び
包
装 

ロ 

荷
造
り
及
び
包
装 

（イ）
～
（ホ） 

（
略
） 

（ヘ） 

そ
の
他 

 
 
 
 
 
 

（イ）
か
ら
（ホ）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

項 

目 

規 

格 

引
裂
強
さ
（
ｍ
Ｎ
） 

縦
二
八
八
〇
ｍ
Ｎ
以
上
か
つ
横
三
二
七
〇
ｍ

Ｎ
以
上
の
も
の 

引
張
強
さ
（
ｋ
Ｎ
／
ｍ)

 

縦
一
二
・
五
ｋ
Ｎ
／
ｍ
以
上
か
つ
横
七
・
八

ｋ
Ｎ
／
ｍ
以
上
の
も
の 

伸
び 

（
％
） 

縦
二
・
三
％
以
上
か
つ
横
四
・
八
％
以
上
の

も
の 

落
下
強
度 

高
さ
一
・
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
回
落
下
さ
せ

、
破
袋
し
な
い
も
の 

防
滑
角
度 

（
度
） 

縦
三
〇
度
以
上
か
つ
横
二
六
度
以
上
の
も
の 

 

（イ）
～
（ホ） 

（
略
） 

（
新
設
） 

ハ 

品
位 

（イ） 

水
稲
う
る
ち
玄
米
（
一
） 

（
略
） 

ハ 
品
位 

（イ） 
水
稲
う
る
ち
玄
米 

（
略
） 

（ロ） 

水
稲
う
る
ち
玄
米
（
二
） 

（
新
設
） 
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規
格
項
目 

ａ 

容
積
重
（
ｇ
／
ℓ
） 

ｂ 

白
未
熟
粒
（
％
） 

ｃ 

水
分
（
％
） 

ｄ 

死
米
（
％
） 

ｅ 
胴
割
粒
（
％
） 

ｆ 
砕
粒
（
％
） 

ｇ 

着
色
粒
（
％
） 

ｈ 

異
種
穀
粒
（
％
） 

ｉ 

異
物
（
％
） 

規
格
項
目
の
表
示
方
法 

規
格
項
目
の
う
ち
ａ
か
ら
ｇ
ま
で
は
、
測
定
値
を
表
示
す
る
こ
と

と
す
る
。 

ｈ
の
測
定
値
が
〇
・
四
％
以
下
の
場
合
は
「
基
準
値
以
下
」
、
〇

・
四
％
を
超
え
る
場
合
は
「
基
準
値
超
」
と
そ
れ
ぞ
れ
表
示
す
る
こ

と
と
す
る
。
ｉ
の
測
定
値
が
〇
・
二
％
以
下
の
場
合
は
「
基
準
値
以

下
」
、
〇
・
二
％
を
超
え
る
場
合
は
「
基
準
値
超
」
と
そ
れ
ぞ
れ
表

示
す
る
こ
と
と
す
る
。 

（ハ）
～
（ヘ） 

（
略
） 

 
 
 

ニ 

（
略
） 

（ロ）
～
（ホ） 

（
略
） 

 
 
 

ニ 

（
略
） 

 
 

附 
 
 

附 

一
～
五 

（
略
） 

六 

包
装
に
は
、
農
産
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ

め
農
産
物
検
査
員
が
包
装
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
確
認
を
行

っ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

七 

荷
造
り
及
び
包
装
の
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
農
産
局
長
が
別
に
定
め

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
素
材
の
性
質
を
踏
ま
え
、
項
目
の
一
部

を
省
略
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

八 

水
稲
う
る
ち
玄
米
（
二
）
の
規
格
項
目
は
、
用
途
や
品
種
の
特
性
を

踏
ま
え
、
農
産
局
長
が
別
に
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
規
格

項
目
の
証
明
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

包
装
に
は
、
農
産
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ

め
農
産
物
検
査
員
が
包
装
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
確
認
を
行

っ
た
麻
袋
、
樹
脂
袋
、
紙
袋
又
は
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
袋
又
は
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
を
使
用
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 
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定
義 一 

（
略
） 

二 

容 

積 

重―

ブ
ラ
ウ
ェ
ル
穀
粒
計
又
は
電
気
式
穀
粒
計
で
測
定
し

た
一
リ
ッ
ト
ル
の
重
量
を
い
う
。 

三
～
一
三 

（
略
） 

定
義 一 

（
略
） 

（
新
設
） 

 
 

 

二
～
一
二 

（
略
） 

三
～
十
二 
（
略
） 

 

三
～
十
二 

（
略
） 

補
則 

（
略
） 

補
則 

（
略
） 

第
二 

（
略
） 

第
二 

（
略
） 
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